
  

道路交通法（昭和３５年６月２５日法律第１０５号） 
（安全運転管理者等） 

第七十四条の三 自動車の使用者（道路運送法の規定による自動車運送事業者（貨物自動車

運送事業法（平成元年法律第八十三号）の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者

を除く。以下同じ。）及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経

営する者を除く。以下この条において同じ。）は、内閣府令で定める台数以上の自動車の

使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要

件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければ

ならない。 
２ 安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従

事する運転者に対して行う交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務（自動車

の装置の整備に関する業務を除く。第七十五条の二の二第一項において同じ。）で内閣府

令で定めるものを行わなければならない。 
３ 前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなけ

ればならない。 
４ 自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以

上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で

定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を

選任しなければならない。 
５ 自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者（以下「安全運転管理者等」

という。）を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当

該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解

任したときも、同様とする。 
６ 公安委員会は、安全運転管理者等が第一項若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備

えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動

車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運

転管理者等の解任を命ずることができる。 
７ 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与え

なければならない。 
８ 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条

の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に

当該講習を受けさせなければならない。 
 
道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号） 

（安全運転管理者等の要件） 
第九条の九 法第七十四条の三第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 

一 二十歳（副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳）以上の者

であること。 
二 自動車の運転の管理に関し二年（自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を

修了した者にあつては、一年）以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関

しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも



  

該当しないものであること。 
イ 法第七十四条の三第六項の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経

過していない者 
ロ 法第百十七条、法第百十七条の二、法第百十七条の二の二（第七号及び第十二号を

除く。）、法第百十七条の三の二、法第百十八条第一項第四号若しくは第五号、法第

百十九条第一項第十一号若しくは第十二号又は法第百十九条の二第一項第三号の違反

行為をした日から二年を経過していない者 
２ 法第七十四条の三第四項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 

一 二十歳以上の者であること。 
二 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期

間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有する

と公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものである

こと。 
 


